
仕様書 
 
 大阪公立大学医学部附属病院（以下「甲」という）の指示するところにより、受注者（以

下「乙」という）は、新生児用長下着等の賃借（搬入出・搬送・整理等を含む）並びに洗濯・

消毒・仕立て替え及びその他の業務（以下「付帯業務」という）を行うものとする。 
 なお、賃借する新生児用長下着等の内容及び付帯業務については、厚生労働省の定める衛

生基準（「病院・診療所等の業務委託について」平成 5 年 2 月 15 日指第 14 号厚生省健康政

策局指導課長通知）によるほか次のとおりとする。 
 
1. 案件名称 

 大阪公立大学医学部附属病院新生児用長下着等長期借入（単価契約） 
 
2. 契約期間 

 令和 8 年 4 月 1 日から令和 11 年 3 月 31 日（36 ヶ月） 
 
3. 賃借する新生児用長下着等の内容（賃借品） 

別紙 1 のとおり 
 
4. 賃借予定数 

 別紙 2 のとおり 
 
5. 納入場所 

 大阪公立大学医学部附属病院（別紙 3 のとおり） 
 
6. 付帯業務内容 

（1） 新生児用長下着等については、不快感を与えない清潔なものを供給すること。

破れや糸のほつれ等の不具合が生じた際は、甲の指示に従い速やかに対応する

こと。 
（2） 新生児用長下着等は、該当新生児数・未熟児数及び乳児数の 1 日分に相当する

数量を予備として甲の施設内に準備すること。予備の新生児用長下着等を保管

する為の設備は甲において施すものとする。 
（3） 予備の新生児用長下着等の補充は毎日（祝日・日曜・振替休日を除く）行うも

のとし、不足が生じた際は昼夜を問わず迅速に補充を行うこと。 
（4） 使用済みの新生児用長下着等については毎日（祝日・日曜・振替休日を除く）

全て回収し、付帯業務を行うこと。 
（5） 付帯業務の完了した新生児用長下着等については、別紙 1 のとおり包装し、汚

染することのないよう衛生的に取り扱い、搬入出に使用する車両等は、使用済



のものと付帯業務の完了したものを混在しないように十分配慮すること。また、

搬入出に使用する車両等は日々殺菌等消毒・アルコール消毒等により衛生的に

取り扱うこと。 
（6） 本業務に関連するその他の事項については担当職員の指示に従うこと。 
 

7. 業務従事者について 
   乙は業務を総合的に把握・調整し、従業員を指揮監督するため、受託責任者を１名定

めること。 
 
8. 業務管理体制について 
  ①自社の工場で感染性洗濯物等洗濯・消毒・滅菌を行えること 
  ②自社の工場にクリーニング師を有していること 
  ③自社の工場に高圧蒸気滅菌器を有していること 
  ④受託責任者については、病院での同程度の作業に 3 年以上従事した実務経験を有し、

感染・汚染洗濯物の取扱に関する知識を有する受託者の正社員を配置しすること。 
  ⑤血液・分泌液その他の汚物が付着した感染の危険のある新生児用長下着等の回収及

び消毒業務の従事者については、感染に関する知識を有する者を配置すること。 
 
9. 契約者交代の場合の経過措置等について 

乙は、甲、令和 8 年 3 月 31 日以前の旧契約者及び令和 11 年 4 月 1 以降の新契約者と

十分に打ち合わせを行い、甲及び甲の患者に迷惑がかからないようにすること。 
 
10. 本契約には新生児用長下着等の賃借及び付帯業務にかかる一切の経費を含むものとす

る。 
 
11. 甲の責めに帰すべき紛失、修復不可能な程度の破損、汚染その他の理由により新生児用

長下着等が使用不能となった場合には、乙は甲に対し賠償を請求することが出来る。賠

償の額については別途、甲乙協議の上決定する。 
 

12. その他 
（1） すべての賃借品は必ず自社の工場で洗濯・消毒・滅菌を行うこと。なお、滅菌

については、仕様書 8.③の高圧蒸気滅菌器を使用すること。 
（2） 契約後の本仕様書の内容については甲の解釈によるものとする。 

 
13．担当者 大阪市阿倍野区旭町１－５－７ 

     大阪公立大学医学部附属病院 看護部 
       担当：瀬脇 電話 ０６-６６４５-２５１０  


